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平成３０年度第１回宇都宮家庭裁判所委員会 議事概要 

 

第１ 日時 

平成３０年６月１２日（火）午後２時から午後４時まで 

第２ 場所 

宇都宮地方・家庭裁判所中会議室（新館２階） 

第３ 出席者 

１ 委員（敬称略・五十音順） 

宇田川幸代，大木一俊，片山直城，熊田裕子，見目明夫，竹内民生， 

寺山厚子，檜原貞亮，松原和彦，松村 誠，山田 薫 

２ 事務局 

河合明博（首席家庭裁判所調査官），大野正明（首席書記官），佐藤信哉（事

務局長），扇 一雄（事務局次長），深田優子（総務課長），蛯名勇太（総務課

課長補佐），高橋有貴絵（家庭裁判所調査官），宮本麻依子（家庭裁判所調査

官），鈴木珠美（主任書記官），茂木ひとみ（裁判所書記官） 

第４ 議事 

１ 新任委員の自己紹介（片山委員，松村委員） 

２ 「家事調停～子どもをめぐる事件を中心としてについて」の概要説明等 

 「子どもに関する調停について」裁判所からの説明（概要） 

   「家事事件手続法と子の意思把握」及び「子の意思把握の実際」について

裁判所からの説明（概要） 

   「面会交流事件と親へのガイダンス」について裁判所からの説明（概要）

及びＤＶＤ「子どものための面会交流に向けて」の視聴 

   「試験的面会交流」について裁判所からの説明（概要） 

   調停室及び児童室の見学 

 ３ 意見交換 
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  （発言者：□委員長，○委員等，◇事務局） 

□ 先ほどの説明や見学をしていただいたことをもとに，意見交換をさせてい

ただきます。今回の子をめぐる事件を中心にということですが，何か御質問

や御意見はございますか。 

○ 親権者と監護者は必ずしも一致しないという御説明があったのですけど，

どういった場合に違うことになるのか，教えていただきたいのですが。 

○ 親権者と監護者が一致しないということは，ほぼなくて，親権者は監護者

でもあって，普通は一緒なのです。親権の中には身上監護権と財産管理権と

いう２つの権利があるというふうに言われているのですけども，その中の身

上監護権と財産管理権を分けるということも理論上できなくはないことか

ら，身上監護権だけ持っているのが監護者，親権から身上監護権だけを外し

て，財産管理権だけを持っているのが親権者という形で分離することが理論

上はできるのですけれども，親権者と監護者を分離するということになって

しまいますと，その後さらなる紛争が父親と母親の間で起こる可能性が大き

いことから，分けるということはないのが普通なのです。けれども，ごくま

れに，当事者間の協議で，自分は親権とるから，相手に監護者，子供の世話

を任せるというふうに分けてしまうパターンも，理論上はできますので，な

いことはないです。 

○ 父親がある程度経済力がある場合，親権者となり，母親のほうが近くで育

てるようなことですね。 

○ 子供が小さくて，母親が育てるのが適しているだろうということで，当事

者間で分けてしまう場合もできないことはないのです。ただ，そうすること

によって，子供の養育をめぐって，双方の対立がある場合もあるので，でき

ればそういう紛争が起こらないように，家庭裁判所の調停の場合は分離する

ことはできるだけしないというやり方をしているということになります。 

○ 監護者と親権者が大体一致するという今のお答えでしたけど，子供が生き
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がいというのか，父親にとって，離婚することで子供からも離れてしまうし，

面会交流程度で，全く手元から失われてしまう。なおかつ親権は，言葉で聞

くと親の権利というので，そういうものまで奪われて，自分は単に経済的援

助の養育費を払うだけというので，非常に喪失感といいますか納得できない

といって，なかなか話合いが進まないというケースがありました。離婚の条

件を決めるときに，まずはお子さんがいらっしゃる場合は親権を決めて，そ

れから財産分与という，そういうふうに色々決めていくわけなのですけれど，

その親権のところで，親の権利というのでしょうか，これを失いたくないと

言って，かなり時間を要したことがありました。親権はどちらかに決めなく

てはいけないものなのでしょうか。離婚することで，子供を失うというよう

な，男親の場合，特にせめてそういうものは主張したいというケースが結構

あるような気がします。今おっしゃったように後で不都合が起こるというの

は，親権を両方が，子供に関しては両方が血のつながりがあるのだから，親

権はどちらかに決めないで，両方で持っているということは意味がないこと

なのでしょうか。 

○ 共同親権の国だってあるのですが，日本の法律はそうなっています。 

○ 海外ではどちらかと決めないことがあるということも聞いてはいます。で

も，親権はなくても血のつながりはあるのだからいいでしょうといった説明

では，納得しない方たちもいます。二者択一というか，どちらかに決めると

いうのではなくて，両方が親権を持っていて，でも子供が小さいし，やはり

子供の福祉を考えると，母親が監護して親権も持ち，父親もいろいろと面会

交流にとどまらず，親権は持っていたいというような。 

○ 今の日本では無理です。離婚するときにどちらか親権者を決めなくてはい

けないと民法で決まっているのです。 

○ その場合，離婚しないで別居だけという選択もあり得るわけです。事実上

母親のもとで，婚姻費用を払って。 
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○ 最初は親権を決めるというのは当然だという何の疑いもなくずっと来ま

したけれども，そのように強く主張する人のケースもあり，考えてみると，

お金だけ払って自分には何にも残らないのかみたいな話を聞くと，少し考え

込んでしまいます。子の福祉のほかにも，男親の福祉というのも考えてあげ

るべきなのかと。 

○ 親の権利というよりも，子の福祉にとってどちらが親権者としてふさわし

いかというのを決めさせていただくので，そこでどうしても争いがある場合

には，調停では離婚は成立しないということになると思います。どちらかが

親権を持たなくてはいけないということで，争いがある場合には，あとは訴

訟で決める。訴訟で決める場合には，両方親権者というふうに日本の法律で

は定めることはできませんので，どちらかが親権者，離婚に合意しているの

であれば，どちらが子供にとって，子供の福祉を実現できる親なのかという

ことになると思います。 

○ 先ほど見た親に対するガイダンスとか，そういうので，子供中心の視点に

なってもらうのがいいのではないでしょうか。逆に言うと，あれを見ていた

ら離婚しないだろうと私などは思ってしまいます。あれを見て，離婚を取り

やめる人がいたらいいなと。 

○ そうですね。子供がそんなにかわいくて，いつも子供と暮らしていたいと

いうのであれば，一緒に暮らしたらいいのにと思いましたね。 

○ 子供のためにあのように譲り合うのだったら，夫婦でも譲り合えば円満に

いくのではないかと思ったりしますが，なかなか本当はきついだろうなと。 

○ 履行勧告は，宇都宮家裁の管轄では，どれぐらいの件数があるかわかりま

すか。 

◇ 今統計が手元にないので正確ではありませんが，６月の段階で２５番目の

事件が来ています。件数は毎年それほど大きく変わらないので，年間でいう

と５０から６０件位だと思われます。 
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○ 履行勧告したら，大抵の人は勧告に従って適切に振る舞ってくれるものな

のですか。 

◇ 一部の履行が多いのではないでしょうか。足りない分を全額まとめて払う

のはなかなか難しい。ためてしまっていると，一部を履行し，何とか終わり

にして，今後は，遅れている分は後で何とか補填することとして，これから

は払いますということで終わっていくことが多いのだろうと思います。 

○ もしそういう一部履行が続くようだと，当事者によっては養育費の減額で

また対応するということもあるということですか。 

◇ そうですね。例えばリストラされてしまったとか，転職して給料が変わっ

てしまったというように状況が変われば，また調停のやり直しをしてもらい，

減額の請求をしてもらうということになるだろうと思います。 

□ それでも払わなくて強制執行ということもあるのですが，統計上どのくら

いかというのはわからないです。強制執行になりますと地方裁判所の管轄と

なり，多い案件は給料の差押えなのですが，例えば，宇都宮で調停が成立し

たけれども，払わないときには必ず宇都宮の裁判所で強制執行するというこ

とにはなっていないものですから，宇都宮の裁判所で調停した養育費につい

て，どれ位の割合で強制執行を行っているのかという統計がとれないところ

です。強制執行の関係でいきますと，給料を差し押えるというのが多いので

すが，普通の債権，例えば金を貸したから返せという債権ですと，給料の単

純にいくと４分の１しか回収できないですが，養育費の場合は２分の１まで

差押えで回収できます。そのほかにも養育費等については強制執行で権利の

実現ができやすくするような仕組に最近はなっています。 

○ 面会交流に関して疑問に思った点ですが，先ほどのＤＶＤでもあったよう

に，例えば子供が会いたくないと言っていることがありましたけれども，こ

のＤＶＤとは別に，子供は別に会いたくないとは言っていないのに，嘘をつ

いて子供が会いたくないと言っているとか，高熱などの病気で寝込んでいる
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とか，友達と遊ぶ用事があるから今日は無理だとか，一方的に嘘をついて相

手側に伝えた際に，何かペナルティーがあるのかという思いはあるのですが，

そもそもどのように嘘だということを確認することができるのでしょうか。

なかなか難しいかと思いますが，片方の親がそういう嘘をついて，事実上面

会交流を拒もうとしてくるときにどのような対処をしているのかというこ

とを教えていただければと思います。 

○ 嘘をつくかどうかはともかくとして，子供が会いたくないと言っていると

いうパターンは結構多くあります。子供を監護しているのは母親だとしたら，

父親としては，いや，それは言わせているのだろうと。嘘かどうかわからな

いというよりは，それは母親が言わせているだけですよと，そういうパター

ンですね。どちらかわからないとなった場合には，それがどういう段階かに

もよりますが，面会交流の調停を申し立てる前にそういう状況があり，調停

が申し立てられて会わせてくれない理由は，子供が父親に会いたがっていな

いという場合には，調査官が子供から話をきくことがあります。既に調停が

成立しており月１回子供に面会させることになっているが，子供が会いたく

ないと言っているからどうしようもないんですという話になったときには，

それも履行勧告という先ほどの話につながっていくことになります。履行勧

告は養育費が多いですが，面会交流の約束をしたのに子供が反対していると，

会いたくないと言って会わせてくれないということで，面会交流も履行勧告

というのができます。履行勧告の中で調査官がいろいろ勧告しますが，それ

に対して母親は同じように，子供の意思で会いたくないと言っていると主張

されると，履行勧告は強制力がないものですから，それで終わってしまいま

す。そうなった場合には，父親が，もう一度面会交流の取決めを見直すとい

うことで再調停の申立てというものがありまして，再調停の面会交流の調停

が起こされて，その中でもう一度，子供の意思が何なのかというところを確

認していくという手続をとることになっていくと思います。 
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○ それはよくあるパターンです。子供が会いたくないと言っているから，会

わせられないと母親が言うことが多いです。経験上，子供はものすごく親の

顔を見ていて，これを言うとお母さんがいらいらするとか失望するとかとい

うのを，子供心に感じています。ですので，そのような親の言葉というのは，

十分に注意して取り扱わないといけません。 

◇ 子供の年齢にもよります。子供の年齢によっては，本来の気持ちと，今実

際に家の中で出している言葉とが違っている場合がありますので，その場合

には調査をすると非常によくわかります。どうしても子供が上手く言えない

ときには，心理テストなどを行うと，言葉と気持ちが分離しているというの

がわかったりすることもあります。ある程度小さな子の場合は，最終的に裁

判所として考えれば，子供に会わせるのがやはり必要だというような，子供

の意思とはまた少し離れたところから判断しなければいけない場合もある

ということだと思います。 

□ 先ほど，ペナルティーというお話がありましたけど，場合によってはペナ

ルティーもあります。多分もう新聞で御覧になった方もおられるかもしれま

せん。会わせないと何十万とか何百万払えということがあったようですが，

取決めの仕方次第ではそういうペナルティーということもあり得るわけで

す。ただし，それが違反しているのか，本当にできなくて面会していないの

かというところは，お話しのとおり，場合によっては微妙なところがあるの

かもしれません。 

○ 養育費のことでお伺いしたいのですが，よくあることとして母親が監護者

になっていて，父親が養育費を送るはずなのが，父親が再婚し，子供がそち

らでもできて，それにもお金がかかる，前の子供にもお金がかかるというこ

とで払えなくなるようなケースを聞いたことがあります。その場合でもやは

り強制執行されるのか，それともまた別の公的な措置があるのか，教えてい

ただけますか。 
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○ それは，成立した養育費の条項があれば，それが生きていますので，強制

執行される可能性はあります。強制執行を防ぐためには，養育費の減額の調

停というのを申し立てなければいけないということになります。減額の調停

は，以前取り決めたときと現時点では事情の変更があるときに申し立てるこ

とになります。先ほどのケースの場合は，扶養義務者が増えたわけなので，

それは事情の変更があり，そういう手続をとる必要があるというふうに一般

的には見られるかなということになります。 

○ 前の母親の立場からすれば，それは相手方の勝手でしょうみたいなことに

なるかなという気もするのですが。 

○ でも，それは再婚してできた子供にとっては何の関わりもないということ

ですので，子供は扶養義務者の１人としてカウントされるので，普通にいえ

ば事情の変更があると見てよろしいケースだと思います。 

○ 面会交流などで双方に代理人がついている場合，調停の中でも代理人同士

が話し合って，調停条項で決める前に何回か会わせて，大丈夫だといった場

合に調停条項を決めていくということはあり得ます。実際，私は今まで何回

も経験しています。大変ではありますが，このように裁判所の試行ではなく，

代理人同士がついて試行的に行うというのもないわけではないです。そうい

う方法があるということだけはお伝えします。 

○ 代理人がいると，直接会うよりは，もう少しやわらかくなるような感じが

します。 

○ そうかもしれません。相手方が拒否していたのが，代理人がついているか

らということで，とりあえず会わせて，それでうまくいくかどうか決めてと

いう場合もあります。 

○ 夫婦関係調整調停というのはいわゆる離婚の調停というふうに説明を聞

いたような気がしますが，そういうことでよろしいですか。 

□ 主に離婚調停ですが。 
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○ そのときの調停の主眼，目的をどこに持つかはいかがですか。それは調停

ですから，お互いおさまるということですが，基本スタンスとして，できれ

ば思いとどまってもらうというスタンスに立っているのか，或いはそういう

ことはすべきじゃないというふうに思いながら調停の場に立つのか，その辺

りはどうなのでしょうか。 

○ 調停委員として家事調停もしておりますので，現場での経験でお話ししま

すが，基本は調停委員というのは中立な立場なのです。どちらに肩入れする

わけでもないです。夫婦間のもめごとですから，何でもめているのかという

のが一番大きいと思います。片方は離婚したい，片方はしたくありませんと

いう御夫婦も中にはいらっしゃるわけです。両方とも離婚ですよといえば，

もちろん離婚の方向でいくと思いますが，全く違う場合にはなかなか難しい

ですけれど，何回かお互いに考え方をお聞きして，それぞれにお伝えをして

おります。その中で，やっぱりだめだということで両方とも離婚に合意され

る場合もあるし，中には，もう一回やり直ししようかなという御夫婦もいら

っしゃいます。私たちが無理にそういうふうに仕向けるわけではなく，お互

いの考え方を整理していく中で，当事者同士が最終的には決めていただくこ

とになるものですから，ケース・バイ・ケースでいろいろあります。 

○ 考え方は調停委員によって違っているのでしょうか。そもそも結婚して一

緒になり，まして子供までいるような場合では，子供のためにというような

話で進んでいくのだと思っていますが，そのときに，子供にとって両親がそ

ろっている，両親がいるというのは大事な状況だから，こういう面会交流の

ようなことも行うと思うのです。だから，そのときに，基本として何とか戻

れるものなら戻っていただきたいなと思いつつ，ただ出過ぎないようにする

スタンスに立つのか，全くそういうことは一切願望も持ってはいけなくて，

冷静にお互いの意見を間に立って言い伝えるだけで，納得すればするでいい

し，しなければしないでいいというふうに考えていくのかというところが知
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りたかったところです。 

○ 調停委員の場合には，個人の考えもありますけれど，裁判所での研修も受

けておりまして，基本は皆さん同じだと思います。お子さんがいれば，お二

人で最終的に親権などもどうするかということを考えていきますから，お子

さんにとって一番いい方法というのをお二人で考えていただいて，最終的に

もう一回やり直せるかどうかというところの判断というのは，少し時間をか

けて，当事者で決めていただくことになると思います。必要に応じて，聞か

れれば，アドバイス的なことは差し上げますけれども，これにしなさいとい

うことではないです。最終的には当事者で一番いい解決方法を決めていただ

くというのが調停における決め事になるかと思います。 

○ 当事者のことをよく考えていると聞いて，大変安心します。ありがとうご

ざいます。 

◇ 今，委員がおっしゃったように，当事者同士が納得をして元に戻っていく

ならいいのですが，説得されて元に戻った場合，子供のために一緒になって

いる，我慢しているということになると，子供からすれば，自分のために親

は不幸になっているということになるので，かえって子供の福祉に合致しな

い場合が出てきます。子供がいるのだからというまとめ方をすると，かえっ

て子供の負担になる場合があるということはよくありますので，その辺が難

しいところです。仲が悪くても親が一緒にいれば子供のためになるかという

と，ならないときもあるということになるだろうと思います。 

□ ありがとうございました。お話の中でもありましたが，お子さんをめぐる

ケースというのは大変深刻なものもあり，どちらの側に行っても深刻な環境

になり得るというところで，色々なことを考えながら家庭裁判所の調停の中

でも進めております。話合いで解決するのであれば，話合いにより解決した

ほうが結果的にいいケースは多いだろうと思って行っているところです。き

ょうの御質問等も踏まえまして，さらに調停を充実したものにしていきたい
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と考えておりますので，今後とも，別な機会でも結構ですので，御意見等を

お聞かせいただければ幸いです。今日のテーマについては，以上で終わらせ

ていただきます。 

 ４ 次回のテーマ 

「庁舎の安全確保と障害者配慮（仮題）」とする。 

５ 次回期日 

平成３１年２月１２日（火）午後２時から４時まで       以 上 


